
1 

 

伊万里市介護予防・日常生活支援総合事業Ｑ＆Ａ 

 

Ｈ２９・２・２８版 

〈質問項目一覧〉 

第１ 対象者と利用手続き・・・４ｐ 

 

問１ 予防給付と総合事業を利用する場合は介護予防サービス計画によりサービスの提供

を行うが、訪問介護・通所介護は総合事業のサービスコードを使うという理解でよいか。 

問２ 事業対象者は「総合事業の対象者」という意味か。 

 

第２ 伊万里市訪問介護相当サービス・伊万里市通所介護相当サービス 

 

１ 事業所の指定・・・５ｐ 

 

問１ みなし指定の時点（平成２７年４月１日）では他市町村の利用者がいなかった場合、

他市町村の指定は受けていないという認識でよいか。また、その場合、今後他市町村の

利用者を受け入れることになった場合に、当該市町村に新規申請を行わなければならな

いのか。 

問２ みなし指定等の指定の有効期間が平成３０年３月３１までということだが、それ以降

はどのような手続きになるのか。 

 

２ サービス全般・・・６ｐ 

 

問１ 同一事業所内に保険者が異なる他市町村の利用者がいる場合、人員・設備・運営の基

準はどのように考えるのか。また、指導監査はどこが所管するのか。 

問２ 総合事業に移行した方で、訪問介護と訪問看護など予防給付を併せて利用する場合、

訪問介護は予防給付という整理か。 

 

３ 定款・・・７ｐ 

 

問１ 事業の目的として定款へ位置付ける際には事業名としてどのように記載するのが適

切か。 

問２ 伊万里市所管の社会福祉法人で、第二種社会福祉事業として「老人居宅介護等事業」

「老人ディサービス事業」という老人福祉法の名称で規定している場合、定款の変更は必
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要か。 

問３ 定款や運営規程の変更が必要となっているが、変更届出は必要か。 

 

４ 運営規程・契約書等・・・８～９ｐ 

 

問１ 総合事業になり、運営規程や契約書を変更する必要があるのか。 

  必要な場合、どのような文言を使用するのが適切か。 

問２ 運営規程は介護とは別に総合事業単独でつくるのか。 

問３ 現在、「訪問介護及び介護予防訪問介護サービス利用契約書」としているが、その中

に「総合事業」も含めた様式として差し支えないか。 

問４ 介護予防訪問介護を利用している利用者が、伊万里市訪問介護相当サービスを利用す

る事になった場合、契約書は改めて取り交わす必要があるのか。 

問５ 重要事項説明等の取扱いについては、従来と同じと考えてよいか。 

 

５ サービス事業所における計画書・・・９ｐ 

問１ サービス計画書の作成方法、書式などは現行の介護予防サービスのものを流用し現行

の方法で処理してよいのか。「事業対象者」など明記する必要はあるのか。 

 

第３ 介護予防ケアマネジメント・・・１０～１２ｐ 

 

問１ 認定有効期間の開始日が 28 年 1 月 1 日からの要支援者について、次のようなケース

が想定されるが、「介護予防サービス計画」と「介護予防ケアマネジメント」どちらを作

成することになるのか。 

①  月により、総合事業のみの場合と、予防給付＋総合事業の場合があるケース(通常は訪

問サービス又は通所サービスのみで時々ショート利用する等) 

② 総合事業のみの利用者が、月途中から用具レンタルすることになったケース、逆に用具

レンタルをやめるケース 

問２ 介護支援専門員が作成する計画書の書式は何を使用するのか。 

また、ケアマネジメントＡ、ケアマネジメントＣの様式の違いはあるのか。  

問３ 介護予防支援と介護予防ケアマネジメントを交互に実施する利用者の介護予防サー

ビス・支援計画書については、共通する 1枚を作成して流用する形でよいのか。 

問４ 「介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果記録表)」の支援計画の「サ

ービス種別」の欄に、総合事業はどのように記載すればよいのか。 

問５ 介護予防サービス・支援計画書と同様に、経過記録も実行書式を」流用してもよいの

か、その場合、表現はどのようにすればよいか。 

問６ 居宅介護支援費の取扱件数の算出に関して、委託を受けた介護予防支援は受託件数×

１／2件と数えますが、介護予防ケアマネジメントＡも同様に数えるのか。または取扱
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件数に入れないことになるのか。 

問７ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて、初回加算を算定できるのはどの

ような場合か。 

 

 

第４  その他・・・１３～１４ｐ 

 

問１ 住所地特例対象者に対する総合事業のサービス提供はどのようになるのか。 

問２ 総合事業のみ利用する場合で給付管理票が必要となるのは、指定事業者のサービスを

利用する場合だけか。(支給限度額管理の対象ではないサービスのみ利用している場合、

給付管理票は必要ないということでよいか)。 

問３ 介護サービスの提供にかかる事故に対応する為、損害保険に加入しているが、その保

険は適用になるのか。 

問４ 生活保護受給者が総合事業を利用する場合は自己負担か公費負担か。 

問５ 原子爆弾被害者に対する公費助成はどうなるか。 
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(答) 

 貴見のとおりです。 

  

 

 

 

 

(答) 

 事業対象者の「事業」は総合事業の中の「サービス事業 (第 1号事業)」を指します。サー

ビス事業の対象者としては、事業対象者のほかに、要支援者も含まれますので、ご注意くだ

さい。 

 基本チェックリストを実施して基準に該当し、介護予防ケアマネジメント依頼届出書を長

寿社会課に提出した場合に、事業対象者の被保険者証が発行されます。 

 

 

第 1  対象者と利用手続 

 

問 1  予防給付と総合事業を利用する場合は介護予防サービス計画によりサービスの提

供を行うが、訪問介護・通所介護は総合事業のサービスコードを使うという理解でよ

いか。 

 

問 2 事業対象者は「総合事業の対象者」という意味か。 
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1 事業所の指定 

 

 

 

 

 

 

(答) 

利用者の有無にかかわらず、みなし指定は全市町村に効力が及んでいます。 

ただし、当該市町村が国の定める基準等と異なる取扱いをする場合は、届出等が必要にな

る場合がありますので、当該市町村のホームページ等でご確認ください。 

 

 

 

 

 

(答) 

みなし指定を受けた事業者等について、平成 30 年 4 月以降も事業を継続する場合には、

総合事業の指定の更新を受ける必要があります。(申請手続きについては、平成 29年度にご

案内します。) 

伊万里市外の市町村の被保険者が利用している事業所については、当該他の市町村の指定

更新も必要となります。 

第 2  伊万里市訪問介護相当サービス・伊万里市通所介護相当サービス 

 

問 1 みなし指定の時点(平成 27 年 4 月１日)では他市町村の利用者がいなかった場合、

他市町村の指定は受けていないという認識でよいか。また、その場合、今後他市町村

の利用者を受け入れることになった場合に、当該市町村に新規申請を行わなければな

らないのか。 

 

問２  みなし指定等の指定の有効期間が平成 30 年 3 月 31 日までということだが、そ

れ以降はどのような手続きになるのか。 
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２  サービス全般 

 

 

 

 

 

(答) 

それぞれの保険者が規定する事業の基準を満たしていただく必要があります。 

総合事業の移行時期、基準その他の内容、申請、届出の必要の有無など当該市町村のホー

ムページや当該利用者を担当する地域包括支援センター等を通じて、情報収集をする必要が

あります。 

また、指導監査については、それぞれ指定を行った市町村が行います。 

 

 

 

 

 

(答) 

違います。 

認定有効期間の開始年月日が平成 2９年４月以降の要支援者の訪問介護は、予防給付の利

用の有無にかかわらず、総合事業のサービスとして提供します。 

なお、総合事業と予防給付を併せて利用する場合に異なるのは、ケアマネジメントの類型

（介護予防サービス計画か、介護予防ケアマネジメントか）です。 

 

問１ 同一事業所内に保険者が異なる他市町村の利用者がいる場合、人員・設備・運営

の基準はどのように考えるか。また、指導監査はどこが所管するのか。 

 

問２ 総合事業に移行した方で、訪問介護と訪問看護など予防給付を併せて利用する場合、

訪問介護は予防給付という整理か。 
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３ 定款 

 

 

 

 

 

（答） 

介護保険法で使用されている用語にて記載していただくことが適当であると考えます。 

【例】「介護保険法に基づく第１号事業」 

※ 定款変更について、所轄官庁の許認可が必要な場合は、必ず所轄官庁へその変更につ

いてご相談ください。（株式会社や有限会社等の営利法人の場合、所轄官庁はありませ

ん。） 

 

 

 

 

 

 

 （答） 

老人福祉法が改正され「老人居宅介護事業」の定義には「第１号訪問事業」、「老人ディサ

ービス事業」の定義には「第１号通所事業」が含まれているため、この場合、定款の変更は

必要ありません。 

 

  

 

 

 

（答） 

今回の変更については、届出の必要はありません。 

 

問１ 事業の目的として定款へ位置付ける際には事業名としてどのように記載するのが

適切か。 

 

問２ 伊万里市所管の社会福祉法人で、第二種社会福祉事業として「老人居宅介護等事

業」「老人ディサービス事業」という老人福祉法の名称で規定している場合、定款の変

更は必要か。 

 

問３ 定款や運営規程の変更が必要となっているが、変更届は必要か。 
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４ 運営規程・契約書等 

 

 

 

 

 

(答) 

運営規程や契約書については、提供するサービスが変わるため、変更の必要があると考え

ます。 

事業名称については、具体的な事業の内容が分かる名称を使用することが適切と考えます。 

【例】「第 1号訪問事業 (伊万里市訪問介護相当サービス)」 

     「第 1号通所事業 (伊万里市通所介護相当サービス)」等 

 

 

 

 

(答) 

別々に作成しても、一体的に作成しても差し支えありません。 

 

 

 

 

 

 (答) 

 契約書の内容については、提供されるサービスの内容、その他契約の内容について、誤解

が生じない記載であれば、介護給付によるサービスと総合事業のサービスの内容も併せた契

約書様式として差し支えないと考えます。 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 改めて取り交わすことが適当と考えます。 

 

問１ 総合事業になり、運営規程や契約書を変更する必要があるのか。 

   必要な場合、どのような文書を使用するのが適切か。 

 

問 2 運営規程は介護とは別に総合事業単独でつくるのか。 

 

問 3 現在、「訪問介護及び介護予防訪問介護サービス利用契約書」としているが、そ

の中に「総合事業」を含めた様式として差し支えないか。 

 

問 4 介護予防訪問介護を利用している利用者が、伊万里市訪問介護相当サービスを利

用する場合、契約書は改めて取り交わす必要があるのか。 
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(答) 

従来の運営基準と同じく、サービスの提供に際しては、利用申込者又はその家族に対し、

利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を文書により得る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 サービス事業所における計画書 

 

 

 

 

 

 

(答) 

 総合事業に移行後にサービスを提供する場合には、サービス計画書の表題は、「介護予防

サービス計画書」ではなく、「第 1号訪問事業 (訪問介護相当サービス)計画書」等に修正し、

現行のものを流用して処理してください。 

なお、計画書に要支援等の区分が記載されている場合には、新たに「事業対象者」の区分

を設けてください。 

 

問 5 重要事項説明等の取扱いについては、従来と同じと考えてよいか。 

 

問１ サービス計画書の作成方法、書式などは現行の介護予防サービスのものを流用し

現行の方法で処理してよいのか。 

 「事業対象者」など明記する必要はあるのか。 

※利用契約書・重要事項説明書の参考例について 

 

今回参考例を示しておりますが、基本的には、契約書等について

は事業者と利用者の取り決めとなります。 

したがって、それぞれ事業所ごとに介護保険法等を確認し、契約

内容に不備がないよう、また、事業所運営に支障がないように作成

していただき、総合事業の理解を深めていただきますようお願いい

たします。 
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（答） 

① 総合事業のサービスのみを利用する月は介護予防ケアマネジメント費、予防給付と総

合事業の両方のサービスを利用する月は介護予防支援費となります。そのため、月ごと

にサービス内容に応じて、介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメント費を選択して

請求します。 

② 月の中で１日でも予防給付のサービスを利用する場合は、その月は介護予防支援費とし

て請求します。 

 

 

 

 

（答） 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを実施する場合には、「介護予防サービス・支

援計画書（ケアマネジメント結果記録表）」を使用します。今まで使用している様式を使用

することも可能です。 

 

 

 

 （答）意見の通りです。 

  

 （答） 

貴見のとおりです。 

  「介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果記録表）」は介護予防支援と介護

予防ケアマネジメントともに使用する共通様式ですので、流用できます。介護予防支援と

介護予防ケアマネジメントを交互に実施しても、計画書を作成しなおす必要はありません。

ただし、本人の状態変化等がある場合には、計画書の見直しを行なってください。 

 

問１ 認定有効期間の開始日が 29年 4月 1日からの要支援者について、次のようなケー

スが想定されるが、「介護予防支援費」と「介護予防ケアマネジメント費」のどちらか

を作成することになるのか。 

① 月により、総合事業のみの場合と、予防給付＋総合事業の場合があるケース（通常

は、訪問サービス又は通所サービスのみで時々ショート利用する等） 

② 総合事業のみの利用者が、月途中から福祉用具レンタルをすることになったケー

ス、逆に用具レンタルをやめるケース 

 

 

問２ 介護支援専門員が作成する計画書の書式は何を使用するのか。 

    

 

問３ 介護予防支援と介護予防ケアマネジメントを交互に実施する利用者の介護予

防サービス・支援計画書については、共通する１枚を作成して流用する形でよいのか。 

第３  介護予防ケアマネジメント費 
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（答） 

  以下に挙げるサービスの名称を記載します。 

・訪問介護相当サービス 

・通所介護相当サービス 

・短期集中サービス 

・一般介護予防事業のうち、利用するサービスの名称 

 

 

 

 

 

 

 (答) 

 「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(第 1号介護予防支援事業) 経過記録」につい

ても、現行様式の表題を「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント経過記録」と修正する

か、またはそのまま使用して結構です。 

 

 

 

 

 

 

 (答)  

介護予防ケアマネジメントの件数は居宅介護支援費の逓減制には含まれませんので、取扱

件数には入れません。 

 

問４ 「介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果記録表）」の支援計画

の「サービス種別」の欄に、総合事業はどのように記載すればよいのか。 

 

問５ 介護予防サービス・支援計画書と同様に、経過記録も現行書式を流用しても良

いのか。その場合、表題はどうすればよいか。 

 

問６ 居宅介護支援費の取扱件数の算出に関して、委託を受けた介護予防支援は受託件

数×１／２件と数えますが、介護予防ケアマネジメントＡも同様に数えるのか。また

は取扱件数に入れないことになるのか。 
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(答) 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて、初回加算を算定できるのは次の場合

です。 

①  当該利用者について、過去 2か月以上、介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメン

ト費が算定されていない場合に、介護予防サービス・支援計画書を作成 (アセスメン

ト実施を含む。)した場合 

② 要介護者が要支援認定を受けた場合又は事業対象者となった場合 

 

 一方、単に次のような場合は、初回加算を算定できません。 

○  要支援者が更新をして総合事業のサービスを利用した場合 

○  要支援者が事業対象者となった場合 (又はその逆の場合) 

○  予防給付のサービスを使うことになり介護予防ケアマネジメントから介護予防支援

に移行した場合 (又はその逆の場合) 

 

 

 

問７ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて、初回加算を算定できるのは

どのような場合か。 
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  (答) 

 住所地特例対象者に対する総合事業については、居住する施設が所在する市町村（以下「施

設所在市町村」という。）が行います。したがって、他市町村の被保険者であっても、伊万

里市に施設がある住所地特例対象者については、伊万里市の総合事業のサービスを提供しま

す。 

【住所地特例対象者に対して提供されるサービス】 

 保険者市町村 施設所在市町村 利用できるサービス 

①  給付 給付 給付 

②  給付 総合事業 総合事業 

③  総合事業 給付 給付 

④  総合事業 総合事業 総合事業 

 

また、２７年４月から、総合事業の基本チェックリスト及び介護予防ケアマネジメントと

ともに、予防給付による介護予防支援について、施設所在市町村の地域包括支援センターが

行なうことになりました。 

介護予防支援又は介護予防マネジメントの実施に当たっては、被保険者証の住所欄を必ず

確認してください（他市町村の被保険者証であっても、住所欄が伊万里市内であれば実施の

対象となります。逆に、伊万里市の被保険証であっても住所欄が他市町村であれば、対象外

となります）。 

なお、要介護・要支援認定については、これまでどおり保険者市町村が行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 （答） 

 貴見のとおりです。 

 

問 1 住所地特例対象者に対する総合事業のサービス提供はどのようになるのか。 

 

問２ 総合事業のみ利用する場合で給付管理票が必要となるのは、指定事業者のサービ

スを利用する場合だけか。（支給限度額管理の対象ではないサービスのみ利用してい

る場合、給付管理票は必要ないということでよいか）。 

第４  その他 
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（答） 

 個別の契約内容によりますので、契約している保険会社に確認してください。 

 

 

 

 

 

（答） 

 介護扶助費 (公費負担) として、指定事業所によるサービス提供については、利用者の自

己負担分について給付を行います。 

 

 

 

 

 

(答) 

 現行と同じく公費で負担します。 

 

問３ 介護サービスの提供にかかる事故に対応する為、損害保険に加入しているが、その

保険は適用になるのか。 

 

問４ 生活保護受給者が総合事業を利用する場合は自己負担か公費負担か。 

 

問 5 原子爆弾被爆者に対する公費助成はどうなるのか。 


